
緊急事態宣言発令 

北海道は、5 月 16 日から道内を対象に緊急事態宣言が出されました。 

なお、期間は、5 月 31 日まで、全道すべての市町村で通院や食料の買い出しな

どを除き、不要不急の外出や移動を控えるよう要請するとともに、飲食店などに対

しては営業時間の短縮するよう要請しております。 

もうしばらく皆さんで不要不急の外出を自粛いたしましょう!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


